
大
阪
府
教
育
委
員
会
は
、
評

価
育
成
シ
ス
テ
ム
に
関
わ
る

「
授
業
評
価
ア
ン
ケ
ー
ト
」
の
集

計
結
果
を
、
大
阪
府
情
報
公
開

条
例
を
根
拠
に
公
開
す
る
方

針
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。
学
力

テ
ス
ト
に
よ
る
学
校
別
の
序
列

化
だ
け
で
な
く
、
教
員
評
価
ま

で
が
序
列
化
さ
れ
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。

10
月
11
日
付
で
府
教
委
か

ら
市
町
村
教
育
委
員
会
に
出

さ
れ
た
通
知
。

通
知
で
は｢

参
考
に
」
と
し

つ
つ
、｢

授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
デ
ー

タ
の
取
扱
に
つ
い
て
」
と
い

う
文
書
で｢

市
町
村
立
学
校
の

場
合
は
、
当
該
学
校
の
市
町

村
の
情
報
公
開
条
例
等
に
基

づ
き
公
開
決
定
手
続
き
等
を

行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

府
立
学
校
に
お
け
る
取
扱
を

参
考
に
、
公
開
非
公
開
の
考

え
方
を
整
理
い
た
だ
く
よ
う

お
願
い
し
ま
す
」
と
、
事
実

上
府
立
学
校
の
や
り
方
を
踏

襲
す
る
よ
う
に
迫
っ
て
い
ま

す
。

｢

教
員
個
人
別
一
覧
」
（
資

料
1
）
は
教
員
の
氏
名
を
黒

塗
り
し
て
学
校
協
議
会
な
ど

｢

府
民｣

に
提
供
す
る
こ
と
は

｢

可
」
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
ソ
フ
ト
で
出
力
さ

れ
る
集
計
グ
ラ
フ
は｢

作
成
し

た
場
合
求
め
が
あ
れ
ば
提
供

す
る
。
学
校
の
判
断
で
公
表

も
可
」
（
資
料
２
）
と
し
て

い
ま
す
。

さ
ら
に｢

個
人
を
特
定
し
得

な
い
情
報
（
学
校
平
均
値
・

学
年
平
均
値
等
）
は
公
表
も

提
供
も
可
能
で
す
」
と
教
職

員
の
序
列
化
す
す
め
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。
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教え子を再び戦場に送るな！ 2012年10月26日発行 ＮＯ．490

とよなか
豊中教職員組合 子

ど
も
達
の
豊
か

な
成
長
・
発
達
の

た
め
に
皆
で
力
を

合
わ
せ
ま
し
ょ
う
！

｢授業評価アンケート」は
中止しかありえない！

｢個人別一覧表｣集計グラフも公開
教職員の競争で今の学校のかかえる課題を

解決できるのでしょうか？

資料２

評
価
の
低
い
人

が
3
人
い
る

市教委あて授業評価アンケート
反対の署名に、あなたの声を！



項 目 大阪府人事委員会 （参考）人事院勧告 

公民較差（月例給） 

※ 較差＝民間給与－職員給与 

 

 

▲１，５９８円 （▲0.41%） 

 

(減額措置後 +19,047円 +5.16%）

 

  

   

民間の特別給（ボーナス）支給月数    ３．９５月      3.94月 
 

 

▲273円（▲0.07%） 

（減額措置後 ＋28,610円 ＋7.67%） 

職
員
の
生
活
実
態

に
逆
行
す
る
不
当

な
マ
イ
ナ
ス
勧
告

府
人
事
委
員
会
は
一
〇
月

一
七
日
、
「
府
職
員
の
給
与

等
に
関
す
る
勧
告
等
」
［
以

下
「
勧
告
」
］
を
行
い
ま
し

た
。
「
勧
告
」
は
「
本
年
４

月
分
の
本
府
職
員
と
府
内
民

間
従
業
員
の
給
与
水
準
に
つ

い
て
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
職

員
給
与
が
民
間
給
与
を
１
，

５
９
８
円
（
０
．
４
１
％
）

上
回
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
な
お
、
職
員
が
現
に
受

け
て
い
る
の
は
減
額
措
置
後

の
引
き
下
げ
ら
れ
た
給
与
で

あ
る
。
こ
れ
を
前
提
に
民
間

と
の
較
差
を
試
算
す
る
と
、

職
員
給
与
が
民
間
給
与
を
１

９
．
０
４
７
円
（
５
．
１
６

％
）
下
回
っ
て
い
る
。
」
と

し
な
が
ら
マ
イ
ナ
ス
勧
告
を

行
う
と
い
う
ま
っ
た
く
不
当

な
も
の
で
す
。

ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数

は
全
国
最
低
水
準
に

ま
た
、
「
勧
告
」
は
「
民
間

の
賃
金
水
準
に
つ
い
て
は
、

過
去
１
年
間
の
『
毎
月
勤
労

統
計
調
査
』
の
所
定
内
給
与

の
状
況
を
見
る
と
、
大
阪
府

内
で
は
前
年
比
の
マ
イ
ナ
ス

幅
が
全
国
を
上
回
っ
て
い
る
。

次
に
、
本
府
に
お
い
て
は
、
・
・
・

平
均
年
齢
が
低
下
し
、
ま
た

平
均
給
与
に
つ
い
て
も
、
昨

年
同
期
と
比
べ
減
少
し
て
い

る
。
職
員
構
成
の
変
化
と
給

与
制
度
の
見
直
し
な
ど
に
よ
っ

て
、
本
府
職
員
給
与
の
い
わ

ゆ
る
『
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
』

は
全
国
最
低
水
準
に
近
い
状

況
。
」
と
し
な
が
ら
、
全
国

と
の
比
較
（
表
参
照
）
で
な

ぜ
民
間
給
与
と
の
差
が
大
き

く
な
っ
て
い
る
の
か
を
全
く

省
み
な
い
も
の
と
な
っ
て
い

ま
す
。
今
、
大
阪
経
済
は
大

阪
府
職
員
の
給
与
カ
ッ
ト
が

大
阪
に
お
け
る
民
間
の
賃
金

水
準
を
引
き
下
げ
、
大
阪
経

済
の
回
復
の
足
を
引
っ
張
り

続
け
る
と
い
う
悪
循
環
に
陥
っ

て
い
る
の
で
す
。

な
お
、
一
時
金
に
つ
い
て

は
、
民
間
調
査
の
結
果
、
府

と
同
じ
３
．
９
５
ヶ
月
で
あ
っ

た
た
め
改
定
を
見
送
る
と
し

て
い
ま
す
。

退
職
給
付
の
見
直
し

｢

人
勧
」
は
退
職
給
付
の
見

直
し
に
つ
い
て
「
国
家
公
務

員
の
退
職
手
当
を
平
成
２
５

年
１
月
か
ら
段
階
的
に
引
き

下
げ
る
方
針
が
閣
議
決
定
さ

れ
た
。
こ
れ
が
実
施
さ
れ
れ

ば
、
約
１
５
％
と
い
う
か
つ

て
な
い
大
幅
な
引
下
げ
が
行

わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
当
該
措
置
を
地
方
公

務
員
に
適
用
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
既
に
所
管
省
庁
で
あ

る
総
務
省
が
各
団
体
に
対
し

て
、
国
に
準
じ
た
対
応
を
求

め
て
い
る
。

本
府
は
平
成
２
０
年
８
月

か
ら
、
退
職
手
当
の
支
給
額

を
５
％
減
額
す
る
独
自
措
置

を
講
じ
て
い
る
。
既
に
独
自

の
減
額
措
置
を
講
じ
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
た
対
応
を
望

む
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
国
の
継

続
的
な
退
職
金
４
０
０
万
円

カ
ッ
ト
を
容
認
す
る
と
と
も

に
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
府

独
自
の
５
％
カ
ッ
ト
を
国
に

準
じ
て
段
階
的
に
引
き
上
げ

て
い
く
可
能
性
を
残
し
た
も

の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

府人事委員会 民間より１９,０４７円
低い現状を無視してマイナス勧告！

本来の給料表と比較し
［－1598円（▲0.41％）］を勧告

ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
と
は

国
家
公
務
員
と
地
方
公
務

員
（
地
方
公
共
団
体
の
公

務
員
）
の
基
本
給
与
額

（
す
な
わ
ち
給
料
の
み
）

を
比
較
す
る
指
数

給与カット
中止・賃金
の底上げで
大阪経済の
回復を！


